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1. 酒々井町の概要

酒々井町は、千葉県の北部、北総台地に位置しています。明治２２年に町村制が施行され、近隣

１６か町村が合併して酒々井町が誕生しました。以来、一度も合併することなく独立独歩の道を歩

み続け、全国で最も古い歴史のある町となっています。

北西部には印旛沼、東南部には北総台地を配し、緑豊かな自然環境と温暖な気候に恵まれています。

今なお残る歴史と文化、自然がバランスよく調和した町です。

2. 施設

酒々井町立図書館

所 在 地 〒285-0922 千葉県印旛郡酒々井町中央台 3-4-1（文化ホールとの複合施設）

電 話 043-496-8682

F A X 043-496-8683

構 造 鉄筋コンクリート造、平屋建て（一部 2 階建て）

建 築 面 積 2,674.548 ㎡（駐輪場含む）

延 床 面 積 2,905.361 ㎡（図書館部分 742.117 ㎡）

開 館 平成 15 年 9 月 13 日

町制施行

明治 22 年 4 月 1 日

人 口

20,727 人
（R2.4.1 現在）

面 積

19.01 ㎢
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3. 利用案内

(１) 開館時間

◇午前９：００～午後５：００

(２) 休館日

◇毎週月曜日（祝日の場合は翌日に振替）

◇祝日の翌日（土日の場合は平日に振替）

◇毎月第３木曜日

◇年末年始（１２月２９日～１月４日）

◇特別整理期間（年１回･１０日以内）

(３) 利用者登録

◇町内在住･在勤･在学の方はどなたでもご利用いただけます。

◇ご登録の際には、名前と住所が確認できるもの（免許証･健康保険証･学生証など）が必要

です。

◇近隣市町村の方は、一部利用が制限されます。

(４) 貸出

◇貸出期間：２週間借りることができます。予約者がいない場合は、２週間延長できます。

（本･雑誌･紙芝居のみ）

◇貸出冊数：本･雑誌･紙芝居 10 冊まで

CD･DVD ２点まで

(５) 返却

◇開館中は、カウンターにお返しください。閉館している時は、ブックポストに返却できます。

◇CD･DVD は破損のおそれがあるため、直接カウンターにお持ちください。

(６) 予約･リクエスト

◇貸出中の資料への予約や、所蔵していない資料のリクエストを受け付けています。

◇予約･リクエストは合わせて 10 点まで可能です。

(７) 複写サービス

◇図書館所蔵の資料に限り、著作権法に定められた範囲内で複写することができます。

（１枚 10 円）

(８) レファレンスサービス

◇資料に関するご相談に応じるレファレンスサービスをおこなっております。必要な資料の

探索や、調べ物のお手伝いをいたします。
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4. 沿革

平成１０年度 基本計画（素案）作成

平成１１年度 基本計画（案）検討・先進地視察

平成１２年 ４月 教育委員会内に準備室を設置

５月２６日 酒々井町図書館等複合施設建設検討協議会設置

６月 １日 酒々井町図書館等複合施設建設検討委員会設置（内部検討委員会）

６月２０日 平成 12 年度 第 1 回建設検討委員会

７月 ４日 平成 12 年度 第 1 回建設検討協議会

協議会委員の委嘱

８月 １日 町民意向調査実施（広報８月号）

９月１９日 平成 12 年度第 2 回建設検討委員会

９月２６日 平成 12 年度第 2 回建設検討協議会

類似施設視察（成東町文化会館のぎくプラザ）

１０月２５日 平成 12 年度第３回建設検討委員会

１１月 ２日 プロポーザル審査委員会設置（委員１１名）

平成 12 年度第 3 回建設検討協議会

１１月 ７日 プロポーザル審査委員会（第１回）

１１月２４日 プロポーザル審査委員会（第２回）

１２月 ７日 図書館資料整理基準・図書館資料収集方針の制定

図書選定開始

１２月１８日 プロポーザル審査委員会（第３回）

１２月２５日 基本設計業務委託の契約締結

平成１３年 １月１０日 平成 12 年度第４回建設検討委員会

２月 ９日 平成 12 年度第５回建設検討委員会

２月１６日 平成 12 年度第４回建設検討協議会

４月２５日 平成 13 年度第 1 回建設検討委員会

４月２６日 土質調査業務入札

４月２7 日 土質調査業務の契約締結

５月１５日 平成 13 年度第 1 回建設検討協議会

６月 １日 基本設計完了

６月 ５日 実施設計業務委託の契約締結

６月１１日 土質調査完了

７月 ５日 類似施設視察（山梨県須玉町農村総合交流ターミナル）

８月１０日 平成 13 年度 第 2 回建設検討委員会
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１０月 ５日 平成 13 年度第 3 回建設検討委員会

１０月２６日 平成 13 年度第 2 回建設検討協議会

平成１４年 １月２５日 平成 13 年度第 4 回建設検討委員会

２月２８日 実施設計完了

本体工事入札

３月１９日 平成 13 年度第 3 回建設検討協議会

５月１３日 起工式

平成１５年 １月２５日 広報平成１５年１・２月号により施設名称公募

２月２０日 名称選定委員会にて名称決定【プリミエール酒々井】

５月 名称公表

５月３１日 中央公民館図書室閉室

６月 建築工事完了

７月 １日 機関設置

図書利用カード事前登録開始

９月１３日 開館式典

９月１４日 運営開始

１０月 隣接市民への貸出開始

平成１７年 ２月１１日 平成１６年度図書館講演会（講師：齋藤惇夫氏）

１０月２１日 平成１７年度図書館講演会（講師：恵良恵子氏）

平成１８年 ４月 貸出冊数を６冊から１０冊に変更

９月２７日 平成１８年度図書館講演会（講師：藤田浩子氏）

平成１９年 ９月１９日 平成１９年度図書館講演会（講師：森島瑛子氏）

平成２０年 １月 図書館開館時間延長の試行開始（毎週金曜日午後６時半まで）

５月 図書館開館時間を９時３０分から９時に変更

６月１８日 平成２０年度図書館講演会（講師：エクトル・シエラ氏）

平成２１年 ３月 開館時間延長の試行終了

６月１７日 平成２１年度図書館講演会（講師：中村柾子氏）

平成２３年 １月 コンピュータ・システムの更新

２月１８日 平成２２年度図書館講演会（講師：どいかや氏）

３月１４日 東日本大震災発生により臨時休館（～２２日）

平成２４年 ７月２７日 平成２４年度図書館講演会（講師：青島広志氏）

平成２５年 ２月 図書館資料のインターネット予約開始

７月３１日 平成２５年度図書館講演会（講師：京谷和幸氏）

平成２６年 ９月 ３日 開館１０周年記念事業開催（講師：藤田浩子氏）
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平成２７年 ４月 「酒々井町子ども読書活動推進計画」策定

１０月 ２日 平成２７年度図書館講演会（講師：藤田浩子氏）

１１月 千葉県教育功労者表彰（団体の部）を受賞

平成２８年 １月 コンピュータ・システムの更新

４月 「読書通帳」配布開始

７月 「Shisui Library etc.」第１号発行

１０月 ７日 平成２８年度図書館講演会（講師：藤田浩子氏）

平成２９年 ４月 「わらべうたの会」を定期実施（毎月第２木曜日）

５月 ６日 「多読表彰式」を実施

１０月１１日 平成２９年度図書館講演会（講師：藤田浩子氏）

平成３０年 ５月 グループ研究室廃止、郷土行政資料コーナーにリニューアル

５月１２日 開館１５周年記念事業開催（図書館映画会）

１１月１３日 平成３０年度図書館講演会（講師：藤田浩子氏）

令和元年 8 月 プリミエール酒々井増築工事（～令和２年３月）

１１月３０日 令和元年度図書館講演会（講師：藤田浩子氏）
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5. 令和元年度事業報告

(１) 企画展示

実 施 月 一 般 児 童

平成 31 年 4 月
これからの「終活」を考える

春の本

令和元年 5 月 読み継がれてきた絵本 100 冊

6 月
兄弟姉妹そして双子

おてんきのはなし

7 月 2019 ブックセレクション

8 月 戦争 それぞれの思い 戦争と平和について考えよう

9 月 夏の終わりと秋の訪れ 秋の本

10 月 見直そう、日本の文化おもてなし 見直そう、日本の文化おもてなし

11 月 夫婦 着るもの、身につけるもの

12 月
新書第 2 弾

クリスマス（～25 日）/ねずみの本（26 日～）

令和２年 1 月 お正月

2 月
あなたの知らない猫の世界 お菓子の本

3 月
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(２) 行事

(３) 発行物一覧

実施日 事 業 名 内 容

毎月第 2 土曜日

第 4 日曜日
おはなし会

4 歳～小学校低学年を対象に絵本の読み聞か

せを行う

毎月第 2 木曜日 わらべうたの会
０～3 歳を対象にわらべうたや絵本の読み聞

かせを行う

５月１１日 多読表彰式 昨年度貸出の多かった上位 10 名を表彰

８月１１日
夏休み子ども教室

〈勾玉作り〉
古代に関する講義及び勾玉の作成

7・8 月 子ども映画会 子ども向け DVD の上映（全５回）

１１月１７日 訪問おはなし会 わらべうたや絵本の読み聞かせ及び講話

１１月３０日 図書館講演会 おはなしおばさんのおはなし会

２月２４日
図書館活用ミニ講座

〈野菜づくりのコツと裏ワザ〉
DVD の視聴と解説

発行月 タイトル 配布対象

平成 31 年 4 月 ブックリスト【読み継がれてきた絵本】 来館者

令和元年 5 月 酒々井町立図書館報 vol.１２ 町内各地区回覧・来館者

7 月 ブックセレクション 町内小中学校・来館者

9 月 酒々井町立図書館報 vol.１３ 町内各地区回覧・来館者

１２月 酒々井町立図書館報 vol.１４ 町内各地区回覧・来館者

令和２年 3 月 酒々井町立図書館報 vol.１５ 町内各地区回覧・来館者
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多読表彰式 図書館講演会

おはなし会 夏休み子ども教室 訪問おはなし会

ブックセレクション
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6. 所蔵資料

令和２年 3 月 31 日現在

(１) 図書

（単位：冊）

(２) 視聴覚資料

（単位：点）

一 般 書 児 童 書 参 考 書 郷 土 資 料 合　計

0 総 記 1,096 137 253 32 1,518 

1 哲 学 2,055 106 67 35 2,263 

2 歴 史 ・ 地 理 5,709 836 361 622 7,528 

3 社  会  科  学 7,221 769 422 713 9,125 

4 自  然  科  学 4,623 1,609 218 131 6,581 

5 技 術 ・ 工 学 5,486 625 109 117 6,337 

6 産 業 2,147 454 85 90 2,776 

7 芸 術 5,375 739 128 99 6,341 

8 言 語 933 231 250 17 1,431 

9 文 学 25,092 7,107 84 73 32,356 

C 紙 　芝　 居 994 994 

E 絵 本 6,155 6,155 

59,737 19,762 1,977 1,929 83,405 

請 求 記 号

 合　　計

種 別 数 量

視 覚 資 料 386

聴 覚 資 料 1,522

合 計 1,908

一般書

59,737 

（70%）

児童書

19,762 

（23%）

参考書

1,977 
（3%）

郷土資料

1,929 

（2%）

視聴覚資料

1,908 

（2%）

総蔵書数

85,313
（単位：冊，点）
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(３) 逐次刊行物

＊所蔵雑誌一覧 ＊所蔵新聞一覧

No. 紙名

1 朝日新聞

2 産経新聞

3 千葉日報

4 DAILY YOMIURI

5 東京新聞

6 毎日新聞

7 日本経済新聞

8 読売新聞

9 しんぶん赤旗

No. 雑誌名 No. 雑誌名

1 ＡＥＲＡ 43 小説新潮

2 アサヒカメラ 44 スクリーン

3 ＥＮＧＬＩＳＨ ＪＯUＲＮＡＬ 45 すてきにハンドメイド

4 Ｗｉｔｈ 46 相撲

5 うかたま 47 正論

6 潮 48 世界

7 栄養と料理 49 Ｔａｒｚａｎ

8 エコノミスト 50 ダ・ヴィンチ

9 ＥＳＳＥ 51 たくさんのふしぎ

10 ＮＨＫきょうの健康 52 旅の手帖

11 ＮＨＫきょうの料理 53 中央公論

12 ＮＨＫ趣味の園芸 54 つり人

13 ＥＬＬＥ ＪＡＰＯＮ 55 鉄道ジャーナル

14 オール読物 56 テニスマガジン

15 音楽の友 57 天文ガイド

16 ＣＡＲ ＧＲＡＰＨＩＣ 58 ドゥーパ

17 Ｇａｒｄｅｎ＆Ｇａｒｄｅｎ 59 東洋経済

18 かがくのとも 60 ナショナルジオグラフィック

19 家庭画報 61 Ｎｕｍｂｅｒ

20 キネマ旬報 62 日経ＴＲＥＮＤＹ

21 クーヨン 63 日経サイエンス

22 暮しの手帖 64 日経マネー

23 ぐるっと千葉 65 Ｎｅｗｓｗｅｅｋ日本版

24 クロワッサン 66 Ｎｅｗｔｏｎ

25 芸術新潮 67 母の友

26 現代農業 68 ＢＥ-ＰＡＬ

27 こどもとしょかん 69 婦人公論

28 子供の科学 70 婦人之友

29 こどものとも 71 プレジデント

30 こどものとも０１２ 72 プレジデントＦａｍｉｌｙ

31 こどものとも年少向 73 文学界

32 こどものとも年中向 74 文藝春秋

33 ゴルフダイジェスト 75 Ｂａｂｙ-ｍｏ

34 碁ワールド 76 ＶＥＲＹ

35 サライ 77 ＭＯＥ

36 サンデー毎日 78 山と渓谷

37 ＪＴＢ時刻表 79 ゆうゆう

38 週刊朝日 80 旅行読売

39 週刊新潮 81 歴史街道

40 週刊文春 82 レタスクラブ

41 将棋世界 83 和楽

42 小説現代
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7. 統計

(１) 月別利用状況（令和元年度）

①貸出者数 （単位：人）

②貸出数 （単位：冊，点）

開館 0～6 7～12 13～15 16～18 19～22 23～29 30～39 40～49 50～59 60～
日数 才 才 才 才 才 才 才 才 才 才

4月 25 50 101 41 16 19 31 113 258 239 1,342 2,210

5月 20 45 105 40 13 23 32 105 271 200 1,142 1,976

6月 25 65 145 30 20 28 35 94 308 220 1,383 2,328

7月 25 84 216 50 19 19 40 115 289 193 1,335 2,360

8月 25 97 276 67 20 9 25 120 294 190 1,328 2,426

9月 24 67 122 32 13 20 41 89 230 193 1,161 1,968

10月 25 82 123 14 20 17 27 110 283 186 1,271 2,133

11月 23 77 114 21 16 5 29 108 270 198 1,205 2,043

12月 23 89 118 28 14 10 32 103 255 192 1,225 2,066

1月 22 72 126 18 6 24 22 102 229 186 1,287 2,072

2月 20 78 134 17 9 22 23 100 252 192 1,241 2,068

3月 24 78 132 35 20 23 20 107 244 181 1,316 2,156

合計 281 884 1,712 393 186 219 357 1,266 3,183 2,370 15,236 25,806

3 6 1 1 1 1 5 11 8 54 92 1日平均

合 計

開館

日数

4月 25 4,623 1,770 2 4 773 91 188 7,451

5月 20 4,266 1,590 0 5 568 57 176 6,662

6月 25 4,856 2,128 0 5 689 62 218 7,958

7月 25 4,604 2,425 0 7 686 70 167 7,959

8月 25 4,646 2,735 0 11 644 101 126 8,263

9月 24 4,152 1,685 0 11 645 64 141 6,698

10月 25 4,465 1,689 0 4 692 51 203 7,104

11月 23 4,119 1,605 0 5 564 73 183 6,549

12月 23 4,395 1,779 0 4 665 90 160 7,093

1月 22 4,391 1,727 0 6 679 91 155 7,049

2月 20 4,357 1,908 1 3 702 87 207 7,265

3月 24 4,985 1,957 1 2 700 124 158 7,927

合計 281 53,859 22,998 4 67 8,007 961 2,082 87,978

192 82 0 0 28 3 7 313 1日平均

一般書 児童書 参考書 郷土資料 雑誌 視覚資料 聴覚資料 合 計
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(２) 登録者内訳

（単位：人）

0～6 7～12 13～15 16～18 19～22 23～29 30～39 40～49 50～59 60～
才 才 才 才 才 才 才 才 才 才

男 76 315 201 120 98 139 141 236 187 994 2,507

女 60 325 230 174 162 241 386 604 313 1,038 3,533

計 136 640 431 294 260 380 527 840 500 2,032 6,040

男 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3

女 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

計 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 6

男 0 0 0 0 2 4 10 6 19 16 57

女 0 0 0 0 0 5 11 10 24 18 68

計 0 0 0 0 2 9 21 16 43 34 125

男 1 11 6 2 21 27 27 32 29 148 304

女 1 13 6 5 17 32 37 54 37 92 294

計 2 24 12 7 38 59 64 86 66 240 598

男 77 326 207 122 122 171 179 274 235 1,158 2,871

女 61 338 236 179 179 279 436 668 374 1,148 3,898

計 138 664 443 301 301 450 615 942 609 2,306 6,769

合 計

在住

在学

在勤

近隣

合計

※令和 2 年 3 月 31 日現在
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(３) 貸出数の推移

（単位：人，冊）

(４) 登録者数の推移

（単位：人）

100,815 
103,421 

96,931 
94,961 

87,978

2,577 2,558 2,411 2,479 2,018

31,270 
30,961 

29,028 

28,230 

25,806

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

H27 H28 H29 H30 R1

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

個人貸出冊数

団体貸出冊数

貸出者数

（冊） （人）

6,685 6,617 6,394 6,215 6,040

780 764 733 727 729

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H27 H28 H29 H30 R1

町外登録者

町内登録者

（人）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

貸出者数 31,270 30,961 29,028 28,230 25,806

個人貸出冊数 100,815 103,421 96,931 94,961 87,978

町民１人あたり貸出冊数 4.8 4.9 4.6 4.6 4.2

団体貸出冊数 2,577 2,558 2,411 2,479 2,018

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

登録者数

町内 6,685 6,617 6,394 6,215 6,040

町外 780 764 733 727 729

合計 7,465 7,381 7,127 6,942 6,769



14

(５) 所蔵資料の推移

（単位：冊，点）

(６) インターネット・AV ブース・複写サービス利用状況の推移

（単位：件，枚）

76,866 78,765 80,333 82,191 83,405

1,887 1,967 1,960 2,001 1,908

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H27 H28 H29 H30 R1

視聴覚資料

図書

1,305

1,143
936

1143

664661

253 299 242 180

1,139
1,213

1,155

2,179

1,463

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H27 H28 H29 H30 R1

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

インターネット

コーナー利用件数

AVブース利用件数

複写枚数

（件） （枚）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

図書 76,866 78,765 80,333 82,191 83,405

視聴覚資料 1,887 1,967 1,960 2,001 1,908

総蔵書数 78,753 80,732 82,293 84,192 85,313

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

インターネットコーナー利用件数 1,305 1,143 936 1,143 664

AV ブース利用件数 661 253 299 242 180

複写枚数 1,139 1,213 1,155 2,179 1,463

（冊，点）
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(７) リクエストサービス利用状況の推移

（単位：冊）

(８) レファレンスサービス利用状況の推移

（単位：件）

5,295

6,423 6,634 6,492
6,194

1,173
1,458 1,583 1,477 1,582

133 179 240 428 379

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H27 H28 H29 H30 R1

予約冊数

相互貸借 借受数

相互貸借 貸出数

（冊）

0 0 1 0 0 

1,313 
1,079 

1,292 

1,002 1,079 

87 

76 

77 

97 
97 

0 

500 

1,000 

1,500 

H27 H28 H29 H30 R1

電話

口頭

その他

（件）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

予約冊数 5,295 6,423 6,634 6,492 6,194

うちリクエスト冊数 1,697 1,692 2,353 2,231 1,621

相互貸借冊数
借受 1,173 1,458 1,583 1,477 1,582

貸出 133 179 240 428 379

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

レ フ ァ レ ン ス

件数

電 話 87 76 77 97 97

口 頭 1,313 1,079 1,292 1,002 1,079

そ の 他 0 0 1 0 0

所 蔵 調 査 1,380 1,150 1,366 1,088 1,015

調 べ 物 20 5 4 11 161

20 5 4 11
161

1,380
1,150

1,366
1,081

1,015

H27 H28 H29 H30 R1

所蔵調査

調べ物
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(９) 千葉県内公立図書館のサービス指標（令和元年度）

（注）1 複数館ある市町村は，一つにまとめた

2 人口の数値は「千葉県毎月常住人口調査月報」より（令和２年 4 月 1 日現在）

3 市町村平均・市町村合計欄の数値は，39 市町村の平均・合計である

4 図書費には臨時的経費のうち図書費を含む

5 個人貸出登録率は累計で自治体内数か自治体外数を含めるかは自治体による （＊印は、自治体内数）

6 個人貸出冊数には，近隣自治体住民に対する貸出冊数が含まれる自治体がある

木 更 津 61.1 横 芝 光 11.47

山 武 56.3 成 田 8.76

市 原 53.1 袖 ケ 浦 8.32 横 芝 光 357.4

佐 倉 ＊ 45.9 浦 安 8.14 成 田 592 成 田 342.3

大 多 喜 45.6 印 西 7.68 横 芝 光 561 匝 瑳 308.3

横 芝 光 ＊ 44.7 君 津 7.22 横 芝 光 17.74 匝 瑳 397 山 武 220.6

八 千 代 44.2 我 孫 子 7.17 袖 ケ 浦 11.04 袖 ケ 浦 351 袖 ケ 浦 195.0

香 取 44.0 白 井 7.06 白 井 8.98 浦 安 295 白 井 181.7

匝 瑳 43.5 佐 倉 6.88 匝 瑳 8.56 山 武 287 浦 安 176.9

袖 ケ 浦 ＊ 42.2 匝 瑳 6.35 成 田 7.21 白 井 281 多 古 153.8

四 街 道 40.5 野 田 5.86 浦 安 6.38 佐 倉 231 酒 々 井 148.3

銚 子 39.7 流 山 5.61 君 津 6.20 君 津 227 佐 倉 145.4

我 孫 子 37.6 八 千 代 5.40 大 多 喜 6.10 酒 々 井 220 習 志 野 139.3

君 津 37.5 習 志 野 5.38 山 武 5.84 多 古 218 野 田 133.1

多 古 35.6 山 武 4.77 印 西 5.48 野 田 197 君 津 132.0

八 街 ＊ 34.4 市 原 4.71 八 街 4.74 印 西 188 印 西 128.4

項 目
個 人 貸 出

登 録 率

人 口 １ 人 あ た り 人 口 1 , 0 0 0 人

あ た り

年 間 受 入 冊 数
個 人 貸 出 冊 数 蔵 書 冊 数

図 書 費

（ 元 年 度 決 算 ）

市町村平均 33.8% 4.66 冊 4.30 冊 187 円 125.5 冊

市町村合計 1,835,780 人 27,841,180 冊 19,076,225 冊 912,767 千円 607,241 冊

旭 33.2 市 川 4.46 佐 倉 4.27 四 街 道 182 我 孫 子 115.5

成 田 ＊ 32.5 酒 々 井 4.30 市 原 4.24 習 志 野 180 船 橋 115.3

勝 浦 32.1 柏 4.12 酒 々 井 4.17 南 房 総 167 四 街 道 113.7

習 志 野 31.9 松 戸 4.07 野 田 4.07 鴨 川 161 大 多 喜 113.3

南 房 総 ＊ 31.4 東 金 4.04 富 里 4.04 船 橋 153 鴨 川 105.5

船 橋 31.3 船 橋 3.93 南 房 総 3.73 市 川 150 八 街 104.7

白 井 29.7 千 葉 3.60 館 山 3.54 八 街 148 館 山 94.8

酒 々 井 ＊ 29.5 富 里 3.53 我 孫 子 3.22 我 孫 子 144 南 房 総 94.4

松 戸 ＊ 28.8 四 街 道 3.49 鴨 川 3.17 流 山 137 茂 原 94.3

鴨 川 28.7 大 多 喜 3.48 八 千 代 2.84 松 戸 136 市 川 88.7

鎌 ケ 谷 28.6 鴨 川 3.40 鎌 ケ 谷 2.79 鎌 ケ 谷 131 木 更 津 87.5

富 里 28.6 八 街 3.35 四 街 道 2.77 東 金 129 鎌 ケ 谷 87.3

印 西 ＊ 27.6 鎌 ケ 谷 2.97 木 更 津 2.71 勝 浦 122 流 山 82.2

東 庄 27.5 茂 原 2.83 東 金 2.66 八 千 代 121 勝 浦 79.3

野 田 25.3 多 古 2.73 茂 原 2.65 館 山 121 八 千 代 78.3

流 山 25.1 木 更 津 2.72 銚 子 2.63 茂 原 118 市 原 76.9

東 金 24.6 香 取 2.57 流 山 2.52 柏 117 柏 76.7

千 葉 ＊ 24.2 南 房 総 2.47 船 橋 2.49 東 庄 112 香 取 74.6

市 川 20.2 館 山 2.44 多 古 2.45 市 原 107 東 金 73.8

浦 安 ＊ 19.2 勝 浦 2.10 勝 浦 2.39 旭 102 松 戸 73.2

茂 原 19.1 銚 子 1.94 千 葉 2.30 富 里 101 富 里 73.0

柏 ＊ 17.3 旭 1.40 市 川 2.28 銚 子 97 東 庄 63.3

館 山 ＊ 15.6 東 庄 1.11 香 取 2.21 香 取 90 銚 子 62.2

習 志 野 2.20 木 更 津 89 旭 59.4

柏 2.11 大 多 喜 85 千 葉 44.1

東 庄 1.98 千 葉 54

旭 1.74

松 戸 1.18

「千葉県の図書館 2020（令和２年度）」

千葉県公共図書館協会刊 より
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8. 条例・規則

(１) 酒々井町立図書館設置条例

平成 15 年 6 月 24 日

条 例 第 2 0 号

(設置)

第 1 条 図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 10 条の規定により、酒々井町立図書館を酒々井町

中央台 3 丁目 4 番 1 に設置する。

(委任)

第 2 条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成 15 年 7 月 1 日から施行する。
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(２) 酒々井町立図書館管理運営規則

平成１５年７月２９日

教委規則第５号

改正 平成１８年３月８日教委規則第１号

平成２１年９月１１日教委規則第３号

平成２２年２月５日教委規則第１号

平成２２年３月３０日教委規則第８号

平成２５年３月２８日教委規則第１号

平成３１年２月２７日教委規則第１号

（趣旨）

第１条 この規則は、酒々井町立図書館設置条例（平成１５年酒々井町条例第２０号。以下「条例」とい

う。）第２条の規定に基づき、酒々井町立図書館（以下「図書館」という。）の管理運営に関し、必要な

事項を定めるものとする。

（図書館事業）

第２条 図書館は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条の規定に基づき、次の各号に掲げる事

業を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料（以下「図書館資料」という。）の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の館内利用及び館外貸出し

(3) 読書相談及び参考調査

(4) 町内の学校、公民館等との連絡及び協力

(5) 他の図書館との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借

(6) 広報及び読書普及活動

(7) その他、図書館の目的達成に必要な事業

（開館及び閉館）

第３条 図書館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたと

きは、これを変更することができる。

（休館日）

第４条 図書館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更す

ることができる。

(1) 定期休館日 月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以

下「休日」という。）を除く。）

(2) 館内整理日 毎月第３木曜日

(3) 休日の翌日（ただし、その日が土曜日、日曜日、休日、第１号、第２号に規定する日又はこの号

の規定により他の日の休日の翌日とされる日でない日とする。）

(4) 年始休館日 １月１日から１月４日まで

(5) 年末休館日 １２月２９日から１２月３１日まで

(6) 特別整理期間 年間１０日以内で教育委員会が別に定める日

(7) 臨時休館日 特別の事情により教育委員会が休館を必要と認めた日

（入館の制限）

第５条 教育委員会は、館内の施設の秩序を乱し、又はそのおそれのある者に対しては、入館を禁止し、

又は退館させることができる。

（利用の制限）

第６条 教育委員会は、この規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わなかった者に対し、図書館の施

設若しくは機器又は、図書館資料の利用を制限し、又は禁止することができる。
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（損害賠償）

第７条 利用者が図書館資料、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは現品又は相当の代価をもって賠

償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでな

い。

（個人貸出しの対象者及び手続等）

第８条 図書館資料の個人貸出しを受けることができる者は、町内に住所を有し、又は在勤し、若しくは

在学している者とする。ただし、教育委員会が適当と認める者については、この限りでない。

２ 図書館資料の個人貸出しを受けようとする者、仮パスワードを取得する者は、あらかじめ図書利用カ

ード申込書、仮パスワード申込書（別記第１号様式）により登録の申込みをしなければならない。この

場合においては、当該申込みの際に、本人であることを証明する書類を提示するものとする。

３ 教育委員会は、前項の申込みを受けた場合において、登録を適当と認めたときは、当該申込みをした

者に対し、貸出カード（別記第２号様式）を交付するものとする。

４ 個人貸出しを受けようとする者は、貸出カードの提示により貸出しを受けるものとする。

５ 貸出カード及び貸出しを受けた図書館資料は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

（個人情報の保護）

第９条 教育委員会は、利用者の貸出記録等の個人に関する情報の保護に努めなければならない。

（貸出カードの紛失等の届出）

第１０条 貸出カードを紛失したとき、又は第８条第２項の図書利用カード申込書、仮パスワード申込書

に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

（個人貸出図書等の数及び期間）

第１１条 個人貸出しを受けることのできる図書館資料の貸出数及びその貸出期間は、次の表に掲げると

おりとする。

２ 教育委員会は、前項の貸出期間内に申出のあった者で、他の者の利用を妨げない範囲内において、当

該申出のあった日から１４日を限度として、貸出期間を延長することができる。

（団体貸出しの対象者及び手続）

第１２条 図書の団体貸出しを受けることができる者は、町内の保育園、幼稚園、学校及び読書活動を行

う団体（以下「団体」という。）とする。ただし、教育委員会が適当と認める者については、この限りで

ない。

２ 前項の登録を受けようとする者は、団体の代表者を定めた上、あらかじめ図書団体貸出申込書（別記

第３号様式）により登録の申込みをしなければならない。

３ 教育委員会が、前項の申込みを受けた場合において、登録を適当と認めたときは、当該申込みをした

者に対し、貸出カードを交付するものとする。

（団体貸出図書の数及び期間）

第１３条 団体貸出しを受けることのできる図書の数は、１団体につき１００冊以内とし、その貸出期間

は３０日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定す

ることができる。

（館外貸出しを禁ずる資料）

第１４条 教育委員会が館外貸出用として指定した図書館資料以外の資料は、館外貸出しを行わない。た

だし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

（図書館資料の返却等）

第１５条 個人及び団体貸出しを受けた者は、図書館資料を、定められた貸出期間内に返却しなければな

らない。

２ 教育委員会は、図書館資料を貸出期間内に返却せず、かつ、当該資料の返却を求めてもなお返却しな

い者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。

（図書館資料の複製）

第１６条 図書館資料を複製しようとする者は、酒々井町立図書館複写申込書（別記第４号様式）を提出

しなければならない。
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（寄贈）

第１７条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

２ 図書館資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書（別記第５号様式）を教育委員会に提出し、承

諾を受けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、資料寄贈申込書を省略するこ

とができる。

（意見の聴取）

第１８条 図書館の運営等に関し必要な事項は、社会教育委員会議に諮り意見を聴取するものとする。

（委任）

第１９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成 15 年９月１３日から施行する。ただし、第８条及び第９条の規定については、平成

１５年８月１日から施行する。

附 則（平成１８年教委規則第１号）

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年教委規則第３号）

この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。

附 則（平成２２年教委規則第１号）

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年教委規則第８号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行前に改正前の規則の規定により作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の

間、所要の調整をして使用することができる。

附 則（平成２５年教委規則第１号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成３１年教委規則第１号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行前に改正前の規則の規定により作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の

間、所要の調整をして使用することができる。

別記第１号様式（第８条第２項）

第２号様式（第８条第３項）

第３号様式（第１２条第２項）

第４号様式（第１６条）

第５号様式（第１７条第２項）
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第１号様式（第８条第２項）

図書利用カード申込書

仮 パ ス ワ ー ド 申 込 書

　　　年　　　月　　　日

フリガナ

在 住 区 分 1 2 3 4

（○で囲んでください） 町内在住 町内在勤 町内在学 隣接市町村

※区分の２・３を○でかこんだ方は、必ず記入してください。

※手続きに必要なもの・・・住所・勤務先・学校を確認できるもの

　 免許証、学生証、社員証、名札など

利  用  券  番  号

男　・　女みょうじ

氏
なまえ

名

で ん わ ば ん ご う

電 話 番 号 （　　　　　　　　　　）

う ま れ た ひ

生 年 月 日 　　　　　　　　　　　年　　　 　　　　月　　　　　 　　日

〒　　　　　－

（アパート・マンション名）

※ 勤 務 先

または

学 校 名                             電話番号（　　　　　－　　　　　－　　　　　）

確  認 新    規 再 発 行

受　付 仮登録 入　力

じゅう しょ

住　　　所
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第３号様式（第１２条第２項）

図書団体貸出申込書
　　　年　　　月　　　日

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

1 2 3 4

町内在住

活動場所など

※手続きに必要なもの・・・住所・勤務先・学校を確認できるもの

　　免許証、学生証、社員証、名札など

受付 仮登録 入力

利　用　券　番　号

団 体 名

代 表 者 名 男　・　女　　

連 絡 先 （　　　　　　　　　　）

生 年 月 日 　　　　　　　　　　　年　　　 　　　　月　　　　　 　　日

〒　　　　　－

（アパート・マンション名）

在 住 区 分

備 考

確認 新規 再発行

代 表 者 住 所
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第４号様式（第１６条）

酒々井町立図書館複写申込書

利　用　券　番　号 フリガナ 性　別

＊利用券番号を記入の方は住所等の記入は不要です。

〒　　　　－

書　　　　　名 コピーするページ数 コピーした枚数

書　　　　　名 コピーするページ数 コピーした枚数

書　　　　　名 コピーするページ数 コピーした枚数

書　　　　　名 コピーするページ数 コピーした枚数

書　　　　　名 コピーするページ数 コピーした枚数

総枚数 コピー総額

× 円 〓

氏
 

名
男 ･ 女

住
 
所

電
　

話
（　　　　　）

～

～

～

～

～



25

第５号様式（第１７条第２項）

資 料 寄 贈 申 込 書

年 月 日

(あて先)酒々井町立図書館長

図書館資料の寄贈をしたいので、酒々井町立図書館管理運営規則第１７条第２項の規定

により申し込みます。

住 所 〒 －

電話番号 ( )

氏 名

資 料 名 発 行 所 数 量 価 格

計 円
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(３) 酒々井町立図書館資料収集方針

平成 15 年９月 12 日 酒々井町立図書館

１ 目 的

この方針は、酒々井町立図書館の図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料（以下「図書館資料」とい

う。）の収集に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

２ 資料収集基本方針

図書館資料の収集に当たっては、町民の生涯学習の推進と教養知識の向上が図れるよう、おおむね次

の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 資料は、特定の分野、思想に偏ることなく、幅広く収集する。

(2) 選定に当たっては、資料の価値及び町民の学習ニーズを考慮し選定する。

(3) 選定者個人の関心や好みによって選定をしない。

３ 資料収集に関する具体的方針

資料の選定に当たっては、特に次の事項に留意するものとする。

(1) 特定の個人、団体を誹謗・中傷したものや差別を助長するものは収集しない。

(2) 対立する意見のある資料は、それぞれの観点に立つ資料を収集する。

(3) 資料形態について、次の資料は選定しない。

ア 切り抜き、組み立て、コンピュータソフトなど付属資料が目的で編集されたもの。

イ クロスワード、各種試験問題など書き込みを目的としたもの。

ウ 著しく耐久性に欠けるもの。

(4) 高度な専門資料、研究文献については収集しない。

(5) 学習参考書、教科書、コンピュータゲームソフト攻略本は収集しない。

(6) 高価な資料、全集及びそれに類する資料は、特に必要性、利用頻度が高い場合を除き、千葉県内図書

館等からの借用対応を考慮して、原則、収集しない。

４ 資料別収集基準

(1) 一般書（成人用図書）

ア 全分野にわたり、基本的なものや入門書を中心に幅広く収集する。

イ 文化的、経済的、社会的領域への新しい興味を開くような図書を収集する。

ウ 文芸書は人気のある作家を中心に収集し、あまり利用度の見込めない全集等は郷土資料関係を除き

収集しない。

エ 利用の高い分野の専門書は、高度な専門書や研究書を除き、収集に努める。

(2) 児童書

ア 児童の想像力を高め、豊かな心を育てるような資料を収集する。

イ 物語などは、長く読みつがれた普遍的な価値あるものと評価の高い新刊の最良書を収集する。

ウ 絵本は、内容はもとより、タイトル、正本、装丁、色彩にも十分配慮して収集する。

エ 紙芝居は、絵の表現がすぐれ、豊かな心を育てる内容のものを収集する。

オ 科学読物は、情報・知識を得る楽しさと論理的に考える科学の楽しさを学べるものを中心に収集

する。

カ マンガは、原則として収集しない。

(3) 参考図書

ア あらゆる分野にわたり、町民が日常的に調べる際の参考となる最新の資料を幅広く収集する。

イ 政府刊行物（白書、統計類）は積極的に、年鑑、便覧は基本的なものを収集する。

ウ 蔵書目録、索引等は必要に応じて収集する。
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(4) 郷土・行政資料

ア 酒々井町に関する資料（雑誌等を含む）は可能なかぎり収集に努める。

イ 千葉県及び県内市町村に関する資料は、基本的資料、歴史的資料及び、特に酒々井町に関係ある

資料を中心に収集する。

(5) 外国人向けの図書

将来的にも利用頻度が高いと予想されるものを厳選して収集する。

(6) 逐次刊行物

ア 新聞

全国紙、県紙を中心に、縮刷版も含め利用頻度が高いと予想されるものを収集する。

イ 雑誌

ａ 総合誌（週刊、月刊）を中心に、利用度が高いと予想されるものを各分野にわたり幅広く収集

する。

ｂ 娯楽誌は必要性に応じて収集するが、マンガ雑誌は収集しない。

(7) 視聴覚資料

ア 映像資料（ビデオテープ類）

ａ 各ジャンルにおいて、利用度が高いと予想され価値の高い資料を収集する。

ｂ 受験用、学習参考テキスト及びゲームソフト攻略等は収集しない。

イ 音声・音響資料（コンパクト・ディスク類）

ａ 各ジャンルにおいて、利用度が高いと予想され価値の高い資料を収集する。

ｂ あらゆる年代の利用者に対応できるように収集する。

ｃ 受験用、学習参考テキスト等は収集しない。

ｄ カセットテープは、郷土資料を主に厳選して収集する。

(8) 視覚障害者用資料

大型活字本を中心に、利用者の要求にそって収集に努める。

(9) ニューメディア資料

ＣＤ―ＲＯＭなどニューメディア資料の収集については、利用価値、利用頻度を考慮し収集するよ

う努める。

(10) 寄贈資料

郷土・行政資料を中心に保存価値等を考慮し、厳選して収集する。この場合、本方針に定める各事

項を適用する。
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(４) 酒々井町立図書館資料除籍基準

（趣旨）

第 1 条 この基準は、酒々井町立図書館管理運営規則（平成１５年教育委員会規則第５号）第２条に規

定する事業を十分かつ円滑に運営するため、酒々井町立図書館（以下「図書館」という。）における資

料の除籍に関し必要な事項を定めるものとする。

（基本方針）

第 2 条 図書館において利用価値を失った資料を除籍することにより、書架の合理的な利用を図るとと

もに、常に質の高い新鮮な資料構成を維持するための資料の更新を行う。

２ 長期間にわたり所在を確認できない資料を除籍扱いすることにより、現存する資料を正確に把握す

るとともに、必要な資料の補充を行い適正な資料構成の維持に努める。

（除籍対象資料）

第 3 条 除籍の対象となる資料及びその基準は次の各号に掲げるとおりとする。

（１）亡失資料

ア 蔵書点検により不明が確認されてから 3 年を経過したもの

イ 貸出期限を過ぎた資料であって、督促等の努力にもかかわらず５年を経過しても返却されない

もの

ウ 利用者が紛失した資料で、やむを得ない理由により現品での弁済が不可能なもの

エ 不可抗力による災害その他の事故によるもの

（２）破損・汚損資料

ア 破損または汚損がはなはだしく、修理困難なもの

イ 切り抜き、書き込み等がはなはだしく、全体として利用に耐えないもの

（３）不用資料

ア 学問、技術の進歩又は時間の経過等により、記述あるいは記録された内容が資料としての価値

を失ったもの

イ 新版、改訂版、類似資料等の入手により、利用価値がなくなったもの

ウ 複本が存在し、又は利用要求が少なく、将来にわたり長く保存する必要のないもの

エ 新聞、雑誌で、保存年限を経過したもの

（除籍対象外資料）

第 4 条 次に掲げる資料については、亡失資料及び破損・汚損資料となる場合を除き、原則として除籍

対象としない。なお、特段の事情がある場合は、この限りでない。

（１）酒々井町に関する行政資料、民間発行資料及び歴史的資料

（２）記述された内容の新旧にかかわらず、当該分野の基本的又は歴史的価値を有する資料

（３）類似する資料が存在しない、又は極端に少ない資料

（４）品切れ、絶版、その他の事情により、再び収集することが困難で、かつ高い資料価値を有する

資料

（除籍の決定）

第 5 条 除籍にあたっては、除籍資料明細書を作成し、図書館長の決裁をうけるものとする。

（除籍資料の譲与）

第 6 条 図書館長は除籍を決定した不用資料を、必要に応じて他の図書館及び公共的団体等に譲与する

ことができる。

（その他）

第 7 条 この基準に定めるもののほか、図書館における資料の除籍に関し必要な事項は、図書館長が別

に定める。

附則

この基準は平成１６年１２月１日より施行する。
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(５) 酒々井町立図書館資料複製サービス取扱要綱

平成 18 年 11 月 16 日

教委告示第 12 号

改正 平成 22 年３月５日教委告示第４号

（趣旨）

第１条 この要綱は、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 31 条及び酒々井町立図書館管理運営規則

（平成 15 年酒々井町教育委員会規則第５号。以下「規則」という。）第 16 条に基づき、酒々井町立図

書館（以下「図書館」という。）における図書館資料（以下「資料」という。）を複製するための必要な

事項を定める。

（複製対象資料）

第２条 複製サービスの対象となる資料は、図書館が収集し、所蔵又は管理している図書及び逐次刊行物

とする。ただし、次の各号に該当する資料は対象としない。

(1) 複製により損傷を来たすおそれがあるもの

(2) 和装本、特殊文庫、その他館長が不適当と認めるもの

（複製料金）

第３条 複製料金は、１枚につき 10 円とする。

（領収書の交付）

第４条 利用者からの領収書の交付の請求があった場合は、領収書を交付するものとする。

（複製受付時間）

第５条 複製受付時間は、図書館開館時間内とする。

（複製物の責任の所在）

第６条 機械的な故障による場合を除き、利用者の誤操作などによって複製物に瑕疵が発生しても図書館

はその責を負わない。

２ 複製しようとする資料の著作権に関する一切の責任は、複製を行う利用者が負うものとする。

（補則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、資料複製サービスの取扱いについて必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

附 則（平成 22 年教委告示第４号）

この告示は、公示の日から施行する。
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